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Ⅰ．はじめに 

はじめに、日本の高等教育政策の流れに視点を投じますと、我が国の高等教育に関する将

来構想について、平成 30（2018）年 11 月に、中央教育審議会は「2040 年に向けた高等教育

のグランドデザイン」を答申としました。そこでは高等教育の将来構想として、「2040 年の

展望と高等教育が目指すべき姿としての学修者本位の教育への転換」「教育研究体制におけ

る多様性と柔軟性の確保」「教育の質の保証と情報公開として『学び』の質保証の再構築」

「18 歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置としてのあらゆる世代が学ぶ

『知の基盤』」「各高等教育機関の役割等としての多様な機関による多様な教育の提供」「高

等教育を支える投資としてのコストの可視化とあらゆるセクターからの支援の拡充」の六

つ指針とされるとともに「今後の検討課題」の一つとして、「教学マネジメントに係る指針

の策定、学修成果の可視化と情報公開の在り方に関する検討を行うこと」が掲げられてまし

た。「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」答申に先立ち、平成 24（2012）年 6 月

の文部科学省より示された「大学改革実行プラン」と、中央教育審議会により同年 8 月に取

りまとめられた、「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、

主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」では、「学士課程教育の質的転換に向けて」

として 1．質的転換の好循環を作り出す始点としての学修時間の増加・確保、2．教員中心

の授業科目の編成から学位プログラムとして、組織的・体系的な教育課程への転換などの

様々の重要な視点が示されました。これらの視点をもとに、東海学院大学及び東海学院大学

短期大学部は、将来における高等教育機関としての使命を果たすため、学士課程教育の在り

方を厳密に再点検し、「専門知識として持つだけではなく、それが実際に社会で役立つため

の教育」、また、「社会への適応力や実践力が身につく教養教育」の徹底という目標に従い、

平成 24（2012）年度より全学を挙げて改革と実践に努めてきました。 

令和元（2019）年の私立学校法改正(令和 2 年 4 月 1日施行)により、中期的な計画の策定

が義務付けられ、本学園は、令和 2 年度～令和 6年度に向けての第一次中期計画を策定し、

これに基づいて毎年度の事業を実施してきました。高等教育機関を取り巻く環境は、少子高

齢化に伴う日本の経済・社会環境の変化により、また、女性の高学歴化に伴う 4年制大学へ

の志向が強まってきたことによる短期大学の入学志願者の減少、附属幼稚園における入園

児の年々の急激な減少など、財政基盤の安定を確保するに厳しい状況となってきている中

ではありますが、本学園では、令和 7年度から令和 11年度までの「学校法人神谷学園中期

計画 2025」を策定しました。新しい中期計画では、目標や施策の明確化により努め、それ

らを PDCA システムにおいて各年度の事業計画や予算編成に上手く連動させ、本学園の経営

にとっての大きなベクトルとなることを目指しております。 
本学園は、昭和 36（1961）年の創立以来、建学の精神のもと、主力となる短期大学部及び

大学において、地域の高等教育機関として専門の知識や技術に富み、社会の有用性に溢れ、

国際的視野の広い人材を輩出するための教育・研究に邁進しています。私立学校が、社会の

信頼を得て一層発展していくために、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革
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を推進することが必至であることから、令和 7（2025）年には大きな制度改正が行われます。

本学園も、改正私立学校法(令和 7年 4月 1日施行)に従い適切なガバナンスを確保しつつ、

時代の変化に対応した学校づくりを進めていきます。 
二つの附属幼稚園については、深刻化する少子化に伴う厳しい経営環境の中ではありま

すが、建学の精神に基づく、それぞれの教育の個性や教育環境等の特性を活かし、より積極

的な広報活動の下、安定的な園児数の確保に努めていきます。 
本学園の短期大学部は創立 62年目、4 年制大学は 44 年目を迎えます。両大学は、建学の

精神である「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」のもと、優れた人間

性のための大きな基礎となる教養教育や社会人教育はもとより、各専門科目の教育のため、

大学と短大部の教育理念や学部学科の教育目的の内容の精査と充実化を一層推進し、教育

研究組織の適正な編成に努め、また管理運営組織の有効的活動を促進し、社会に優れた人材

を送り出すことのできる、地域における高等教育機関として、さらに教育の質の改善と向上

に主に取り組んでいきます。また、第二次中期計画及び単年度事業計画の着実な履行を通し

て、昭和 36（1961）年開学以来の歴史と伝統を受け継ぎ、創立 70周年、そして 100 周年も

見据えて、社会に評価される学園として発展を続けていきたいと願っております。 

 本学園は継続事業も含め、令和 7（2025）年度の事業計画において、文部科学省や厚生労

働省等の関係省庁の高等教育指針の趣旨を真摯に受け止め、法令順守に努め、今後も様々な

教育改革や事業展開に邁進いたします。 

 

Ⅱ．基本方針 

令和 7（2025）年度は、第二次中期計画の 1 年目となります。新規の事業計画と前年から

の継続事業計画を編成し、教学マネジメント指針に掲げられた趣旨に沿いながら全学的に

教育・研究活動を推進し、教学及び管理運営状況のチェックに努め、課題等については、そ

の改善を画策し実行していきます。今後も、内部質保証推進委員会、自己点検評価委員会、

FD・SD、企画室、IR 室などの主な組織の活動を中心に教職員協同のもと、内部質保証の推

進に努めていきます。 

 

Ⅲ．主要事業計画 

1．教育 

 本年度の事業計画の策定にあたっては教育を取り巻く現況を十分に踏まえ、PDCA サイク

ルの活用に努めながら、本学園が掲げる目標を達成するため、以下に挙げることを基本方針

としていきます。 
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【東海学院大学、東海学院大学大学院、東海学院大学短期大学部 学部学科における実施計画】 

 

（1）大学の内部質保証のための取り組み 

新年度からも、教学マネジメント指針に従い、全学的に内部質保証に向けて積極的に改

善・向上に努めていきます。従来の授業科目の整理・統合を含む教育課程の体系化や組織

的な教育の実施をさらに進める中で、授業計画の充実、教員中心の授業科目の編成から学

修者の主体的な学びのための組織的・体系的な教育課程への転換、全学的な組織マネジメ

ントの確立などを目標とします。そして、大学の各学部・学科及び研究科の教育目的に基

づき、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーに基づくカリキュラムの点検・見

直し、シラバスの整理や教育内容の質的改善などの FD活動や、教務関連部門の職員の知

識の向上と業務の改善のための SD活動に取り組みます。また、学修成果・教育効果の把

握・可視化のためのより有効な教務指標や方法として、令和 3(2021)年 10 月に両大学に

アセスメント・ポリシー及びアセスメントプランを定めましたが、これらの手段をより有

効に機能させ、履修、成績、単位修得状況、専門資格修得状況、実習状況、就職状況等に

ついて現状把握と課題分析や改善を積極的に行い、学修者本位の教育活動に引き続き邁

進していきます。また、社会情勢などに対応して、教育目的やそれを反映させる三つのポ

リシーの見直し等を毎年度行う中で、学部学科の改組や再編による大学の機能強化に努

めていきます。 

  なお、初等・中等教育の学習指導要領の改訂にともない大学における教員養成段階にお

いて平成 29（2017）年度以降、カリキュラムの精選・重点化を進めてきたように、令和 7

（2025）年度も引き続き、各科目に理論とともに実践的な内容を導入し、「主体的・対話

的で深い学び」が可能となる授業改善を常に行っていきます。また、特別支援教育や ICT

教育、道徳教育といった新たな教育課題に対応するために、地方自治体関連部署や教育委

員会との連携を今後もさらに強めていきます。平成 29（2017）年度に計画した教職課程

の統括組織の整備を令和 7（2025）年度以降も継続し、自己点検・評価・FD・SD の実施、

科目担当者の教員養成に関わる科目であることの意識の向上、学生への教員としての資

質・能力を付ける指導・支援等ができる体制づくりを進めていきます。 

 

（2）明確なアドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜の推進 

本学では平成 25（2013）年度より毎年、入学試験委員会を中心に目的意識や学習意欲

の高い学生を受け入れる体制を整えてきていますが、平成 30（2018）年度以降、ディプ

ロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーと連動したアドミッション・ポリシーの三つの

ポリシーを明示しながら、「学力の 3 要素」を多面的・総合的に評価する入学者選抜の検

討を行ってきました。令和 7（2025）年度は、志願者や入学者の増加に繋げるための有効

な活動を行っていく中で、大学入学共通テストや高大接続促進を踏まえた入学者選抜方

法の導入など、新たな入試制度の検討も継続して行っていきます。令和元（2019）年度に
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適正な充足率維持のため、4年制大学と短期大学部の教職課程の専門課程を持つ 2学科に

おいて定員数の見直しを行いましたが、今後も 18歳人口の減少と県外への大量の人口流

出に歯止めがかからず、将来に渡り入学者の大幅な増加を期待できない社会状況を踏ま

えながら、学部学科の教育改革や構成の見直し、教学環境の整備などを行うなど教育の内

部質保証に努めながら、積極的な入試・広報計画策定と実施により、入学者確保の推進に

努めていきます。 

 

（3）三つのポリシーに基づく学びの推進と教育成果等の PDCA 

令和 7（2025）年度も、学生が高等学校教育までに培った力を入学後にさらに発展・向上さ

せるためのカリキュラム・マネジメントの確立に努め、また、主体性を持って多様な人々と協力し

て学ぶことのできるアクティブ・ラーニングなどの教育の質的転換にさらに積極的に取り組みま

す。 

4 年制大学の 3 学科においては、令和 6（2024）年度も前年度に引き続き、各学科に置かれ

た養成課程である救急救命士、管理栄養士、臨床検査技師、臨床工学技士の国家試験でいず

れも高い合格率を達成し、めざましい成果を得ることができました。資格等の高い合格率や希

望通りの就職状況は、次年度の志願者や入学者の獲得増加に結び付くため、令和 7（2025）年

度も、各科目配置、授業内容や教授方法について、各学部・学科と関連部署を中心に充実化や

改善を図っていきます。また、成績評価の実態を把握し、成績評価の厳格化や公正化に役立て

るなど教育の内部質保証に努めるため、シラバスの到達目標との整合性を検証し、検証結果を

全学で共有するなど、教育内容の充実化にも積極的に努めます。令和 5（2023）年度 11 月に、

西キャンパスに独立の医療法人による東海内科・内視鏡クリニックが開院しました。これにより、

各学部・学科で学ぶ学生の医療系資格取得のための臨床見学、実習施設としての協力体制が

築かれ、既に令和 5（2023）年の冬季より臨床工学士養成課程における臨床見学等が実施さ

れていますが、令和 7（2025）年度以降も、管理栄養士養成課程や臨床検査技師養成課程に

おける学修の臨床見学や実習施設として、積極的に協力体制を継続して推進していきます。 

平成 25（2013）年度より、学士課程教育の質的向上のため、授業内容および方法の改善に

恒常的に努めてきましたが、「教育研究開発センター」を教育・研究の充実化のための拠点とす

るとともに、令和 2（2020）年度に新たに設置された内部質保証推進委員会、自己点検評価委

員会、FD 委員会及び SD 研修の活動について、令和 4（2022）年度に認証評価を受審したこと

もあり、この評価結果をふまえて、更に内部質保証のための機関として積極的に活用していき

ます。また、IR 室は、予算上の制約が要因となって、令和 5（2023）年度以降、まだまだ本格的

に活動していないため、教学マネジメントの推進のためにも、適切な人員の配置、活動方法や

計画の策定、実施に取組んでいきます。 

令和 2（2020）年度に、両大学に内部質保証の基本方針を定め、これを推進してきまし

たが、令和 4（2022）年度 3 月には、両大学ともに公益財団法人日本高等教育評価機構に

よる認証評価において適合とされました。その際、内部質保証について、「内部質保証推進
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委員会、IR室、法人総合企画室及び自己点検・評価委員会について、教育内容の充実・展

開のためにより一層の連携・強化に期待したい。」との認証評価における参考意見を受け

とめ、令和 7（2025）年度も、両大学における FD 活動としての学内一般公開型相互授業参

観の推進や保護者との相談会等による学内外の意見の汲み上げ、外部の FD、SD 研修会へ

の積極的参加、各種調査等の精査などを行うことにより学修成果・教育効果の把握・可視

化に努めていくなど PDCA サイクルの機能を向上させていきます。 

 

2．研究 

大学院人間関係学研究科における研究の推進のため、実社会の人材養成目的を効果的

に達成できる大学院組織の在り方について検討を続けておりますが、院生の語学力や国

際的研究能力を高める授業の推進を令和 7（2025）年度も引き続き図っていきます。また、

社会人や留学生の受け入れにも努めます。附属研究施設である心理臨床センターについ

て、センターの相談申込数の増加のため、教員が模擬授業や講演等の施設訪問時に案内の

パンフレット設置を依頼、大学ホームページ内の心理臨床センターのページの拡充やア

クセス数の増加を図る、心理学担当教員を中心に地域貢献活動等で心理臨床センターの

存在を広報するなどの諸方策により、学内外に対して心理臨床センターの活動の周知を

図っていきます。 

4 年制大学及び短期大学部における研究活動におきましては、教育研究開発センターと

学術研究報告編集委員会の連携活動により、教員の研究支援体制の見直しなど教員の研

究促進と支援を引き続き行っていきます。研究者の創意や自発性に基づく研究やプロジ

ェクト型研究に対する支援体制をさらに強化し、「社会貢献委員会」の活動を通じて、健

康・医療・教育・文化の各分野における地域社会や地域行政、産業との組織的な連携を図

ります。 

 

3．学生支援の充実 

学生の社会人力育成の一環として、地域の諸活動への参加を支援していきます。また、

保健センターを中心に、保健室、学生相談室、学生生活課等の学内関係組織の連携を進め、

入学時から卒業時まで全学的な相談・支援体制の充実を一層図ります。 

日本学生支援機構以外に、本学独自の奨学金制度については、見直しを図りながら支援

の充実を継続します。平成 30（2018）年度から再導入された被災者支援制度を継続させ、

激甚災害により、甚大な被害に遭われた入学希望の学生を継続して積極的に支援します。

また、令和元（2019）年度 9 月に文部科学省より対象校として認定された高等教育機関へ

の修学支援制度の円滑な実施に向けての体制の整備に引き続き努めていきます。 

障害のある学生に対して適切な対応ができるよう、研修等を通じて教職員の理解促進

や意識の啓発を図るとともに、入試制度や支援体制、施設設備の整備、バリアフリー化を

行い、これらの情報をホームページ等において発信して障害のある学生への支援を引き



 

6 
 

続き促進します。 

キャリア教育科目の改善・向上を図るほか、キャリア形成プログラムによって実務教育

協会の連携等により様々な資格の取得をさらに充実化していきます。また国家資格受験

の希望者には、学士課程における専門教育以外に、入学時から卒業まで一貫した課外指導

や受験対策を計画的、組織的に細やかに支援していきます。 

就職支援については、教員組織である就職委員会と就職課の連携を密にして、入学初年

度から卒業まで一貫して充実したキャリア支援プログラムを実施することにより、学生

の就職活動を支援し、また地元受け入れ企業への訪問活動を強化することで、企業との安

定したパイプ作りを進めていきます。インターンシップ制度の活用を充実化することで

県内を中心に就業体験を一層推進することにより、高い就職率の維持を実現していきま

す。 

 

4．社会貢献、地域連携 

社会貢献委員会を中心に、各種公開講座、授業公開、学科における研究活動や教育活動、

発表会、図書館、心理臨床センター、学生のボランティア活動、大学コンソーシアム、各

種イベント等、地方自治体や近隣の大学や中等、高等学校、企業との共同事業等を通じて、

一層の社会貢献、地域貢献活動を進めていきます。令和 7（2025）年度も、県との地域づ

くり人材養成事業や高等学校との連携による研究発表会、大学の学部学科の強みを活か

した産官学協同事業の展開、東海 3 県の高等学校の理科系部に研究の成果発表の場を提

供することを目的として毎年開催している東海地区理科研究発表会の開催など、大学の

使命として社会貢献・地域貢献へのニーズが高まっていることを踏まえ、関連の学部学科

の教職員や学生の協同により一層活動を広げていきます。 

 

5．戦略的広報の展開 

この 10 年間、大学では継続して入学者数が増加し、令和 3（2021）年度の広報活動で

は、入学定員充足率 92％、短期大学部においても入学定員充足率 81％となりました。令

和 4（2022）年度は、新型コロナウイルス感染症への対策強化に努めながらのオープンキ

ャンパス開催など厳しい制限下での広報活動ではありましたが、4年制大学の入学者数が

前年比 102％となるなど好状況となりました。令和 5（2023）年度募集活動では 4 年連続

の入学者の増加を達成することはできませんでした。しかし、令和 6（2024）年度の入学

生に対する募集では、オープンキャンパス開催に当たり MAツールの導入によってより正

確な参加者数の把握が可能となったこと、また、LINE 導入により、個別のアプローチを

オープンキャンパス以降の入試につなげることができたことなどにより、大学全体の入

学定員充足率は前年度に比較して 8％増の 0.96 と再び回復基調となりました。一方で、

短期大学部では 15％の減少となりました。 

今後、全国的な高校生の人口減少だけでなく短大進学率が低下する中ではありますが、 
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本学のブランド・イメージの形成や学修の魅力を発信し、入学者確保を図るオープンキャ 

ンパス、進学説明会、高大連携インターンシップ事業などの展開を継続して実施し、安定 

的な入学者の確保につなげていきます。令和 7(2025)年度も、入試広報部が牽引役となっ 

て入試広報委員会との連携の下、教職員協同による、より積極的・戦略的広報活動を展開 

していきます。 

  ① 高校訪問及び大学説明会の強化 

双方向のコミュニケーションを通じて高校との信頼関係を構築することを重視し

た教職員や学生による定期的な高校訪問、進学相談会、大学説明会等の開催を通じて

アドミッション・ポリシーや教育の目的、特色など本学の情報をより高校に浸透させ

る活動を強力に進めます。 

② 大学公式サイト等の充実 

令和元（2019）年度から継続して受験生サイト、大学ホームページのリニューアル

を常に行い、本学の教育理念、教育・研究の実績、学生の活動、卒業生の活躍、課外

活動など個性や特色を含めて、多くの受験者、学内外関係者や一般の方々に分かりや

すく伝えるコンテンツや動画を充実させ、リアルタイムな情報の発信に努めます。 

  ③ 効果的な情報発信 

近年の高校生の進学希望学科の傾向からは、幼児教育・保育・栄養・福祉（介護）・ 

学校教諭に関する分野の希望者数の落ち込みが著しい傾向が見られます。子ども発 

達学科、幼児教育学科、総合福祉学科の情報発信、広報の在り方等を改めて検討・強 

化を図り、定員充足を目指します。 

 

6．教育環境の整備・充実（主要項目） 

令和 7（2025）年度の 4年制大学及び短期大学部、東海第一幼稚園及び東海第二幼稚園

の教育・施設設備の環境整備については以下に順次掲示いたします。 

① 大学 

・体育館兼講堂の空調設備改修工事  

・衛生設備環境改善工事 

・省エネ空調設備への更新 

・専門職分野教育研究機器備品の調達ならびに施設整備 

・ICT 環境の拡充 

② 短期大学部 

・校舎の美観改善 

・衛生設備環境改善工事 

・ICT 環境の拡充 

③ 大学及び短期大学部合同 

・送迎バスの運行 
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・授業料免除、徴収猶予規則に基づく入学金及び授業料免除 

・強化指定クラブへの助成 

・図書館資料購入 

④ 東海第一幼稚園 

 ・園舎、施設内老朽箇所改善ならびに美観改善 

 ・園庭遊具のメンテナンス 

    ・幼稚園安全環境の整備 

⑤ 東海第二幼稚園 

 ・園舎老朽箇所の改修 

    ・園庭遊具のメンテナンス 

    ・幼稚園安全環境の整備 

    ・省エネ機器等への更新 

 

【東海第一幼稚園、東海第二幼稚園における具体的実施計画】 

幼稚園では、少子化や地方経済の衰退する中で、安定した入園者を確保するため、入園者

や保護者のニーズに応え、地域社会、行政への存在意義を高めるための有意義な教育計画を

策定し、これに基づいて魅力的で特色ある教育内容を編成し、従来以上に幼稚園としての教

育力を高めるための努力を、施設や教育環境の整備を含めて進めていきます。また、これら

の実施にあたっては、短期大学部・大学の教育研究組織との積極的な連携により推進します。

以下に附属幼稚園である、東海第一幼稚園および東海第二幼稚園の令和 7（2025）年度事業

計画を挙げます。 

（1）東海第一幼稚園 令和 7（2025）年度事業計画 

◎教育、研究における重点事項について 

1．教育方針 

園児が情緒的、知的な発達や社会性を養い、生涯にわたる生きる力の基礎を築くこ

とのできる教育を実践するために、以下の教育理念及び教育目標を定める。 

（1）教育理念 

園児一人ひとりと向き合い、その個性を尊重し、能力を高めるために、個々に

応じた保育を行うことを教育理念とする。 

（2）教育目標 

園児が「生涯にわたる生きる力の基礎」を獲得するために、「よく聞き、よく感

じ、よく考える子」、「思いやりのあるやさしい子」、「じょうぶで、ひとり立ちで

きる子」の育成を具体的な教育目標とする。 

 

2．主な年間行事 

1 学期  入園式、対面式交流会、移動動物園、遠足、シルエット観劇、保育参観、
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引き渡し訓練（災害時想定）、歯科・内科健診、個人懇談会、特別保育、

夏祭り、交通安全教室 

2 学期  保育参観、運動会、東海祭参加（フラッグとチア・マーチングバンド発 

表）、いもほり、遠足、中学生の職業体験の受入、避難訓練（火災）なら 

びに放水訓練と消防車・救急車見学、作品展、人形劇、お楽しみ会（ク 

リスマス）、個人懇談会 

3 学期  節分会、発表会、交通安全教室、保育参観、お別れ遠足、お別れ会、卒 

園式 

 

3．主な子育て支援事業 

子どもを安心して生み育てたいという保護者や地域の思いに応え、また、本園への

信頼を高めるために、幼児とその保護者を対象とする多彩な子育て支援を展開する。 

（1）預かり保育（在園児対象） 

①平日預かり保育（通常登園日の 7：50～18：40） 

②長期休園日預かり保育（夏期・冬期・春期休園日の 8：00～18：00） 

③休園日預かり保育（休園日の土曜日の 8：00～18：00） 

（2）未就園児教室“アイアイ”（2･3 歳児とその保護者が対象） 

本園の教育施設・機能を開放しながら、交流の輪を拡げ、子育ての不安解消に

寄与する。 

（3）園庭開放、子育て相談室の開室（未就園児とその保護者が対象） 

親子で安心して遊べる環境の提供と、子育て相談員の認定を受けた本園教員

による相談事業。 

 

4．その他 

（1）園児募集の強化策として、周知の拡充、広報ツールの充実を促進する。（広報冊

子、HP 等） 

（2）保護者、ステークホルダーからの信頼を高めるために、積極的な情報発信に注

力する。（保護者直通メール、月刊園だより、隔週発行の学年だより、保育動画

の配信等の充実） 

（3）教育の質及び安心安全環境整備に対する共通認識の形成を図るために、各種研

修などを実施する。 

（4）東海学院大学人間関係学部子ども発達学科および心理学科、または、東海学院

大学短期大学部幼児教育学科の実習依頼を受けて、学生各々が学んだ専門知識

や理論、スキルを実践するための機会を積極的に提供し、座学での学びを活か

す力を育む場とするとともに、受け入れて指導する保育者においては、自らの

省察の場とし、幼稚園教諭としての資質向上を図る。 
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5．令和 7（2025）年度 在園児見込み数（令和 7年 1 月末日現在予想数） 

満 3 歳児 年少（3 歳児） 年中（4 歳児） 年長（5 歳児） 合計 

0 人 10 人 18 人 17 人 45 人 

※ 満 3 歳児クラスは 6月より随時入園受付をすることから、年度末には 10名程と

なる見込み。 

（2）東海第二幼稚園 令和 7（2025）年度事業計画 

◎教育、研究における重点事項について 

1．教育方針 

   イ やさしい子の育成 

     友達や先生とかかわって遊ぶ楽しさを味わい、思いやりの心を育てる。 

   ロ じょうぶな子の育成 

     伸び伸びと体を動かして遊び、身体中で表現する楽しさが分かる。 

   ハ 心ゆたかな子の育成 

     恵まれた環境に親しみ、感じたことや考えたことを豊かに表現できる。 

 ニ 外国人講師を雇い入れ、保育活動をともにし、幼児期からネイティブ英語に親し

みグローバル化を図る。 

（1）教育理念 

  豊かな環境の中で情操を養い、様々な体験・経験が蓄積されるよう、職員一人ひと

りが園児理解に努め、保育を行うことを教育理念とする。 

（2）教育目標 

  創造力を伸ばし、自立心・協調性を身に着け、園児一人ひとりのよさを伸ばしなが

ら豊かな感性を育てることを教育目標とする。 

 

 

2．主な年間行事 

1 学期  個人懇談、遠足、ふれあい参観、陶芸教室、個人懇談、夏まつり、保育参

観、歯科・内科健診、避難訓練（地震）、連れ去り防止教室、音楽講師に

よる演奏会鑑賞 

2 学期  運動会、遠足、作品展・お楽しみ会、クリスマス会、餅つき、個人懇談、

いもほり、落ち葉拾い（園外保育）、避難訓練（火災）中消防署より出張

指導及び消防自動車・救急自動車見学、人形劇観劇、移動動物園 

3 学期  鬼見学、豆まき、学習発表会、お別れ遠足、お別れ会、保育参観 

 

3．2 歳児、満 3歳児教室 

   令和 7 年度から 2 歳児の受入を開始し、満 3 歳児の園児と合同で保育していきま

す。満 3 歳児は幼児教育の無償化により入園希望者が増加しており第 4 位の学年と

して位置付けしています。2 歳児、満 3歳児の保育を充分に出来るように体制を整え
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て需要に対応していきます。4月から開始し、2学期始業時には 3歳児のクラスと同

数位の人数確保を目指し、年度末には約 20人になるように努めていきます。近年在

園児の弟妹さん以外の新入園児も多くなり、新規入園の保護者様は、いち早く集団生

活に慣れ同年齢の子ども達との関わりや、基本的生活習慣を身に着けることに期待

されています。ゆったりと個々のペースに合わせながらプレスクール同等のクラス

となるよう活動することで、園児の早期獲得が期待できるので重要視していきます。 

 

4.その他 

◎携帯を使ったメールシステム E 通信を活用する。 

     ・在園児には、スマートフォンで数分間の動画を撮影して無料動画配信システ

ムを活用して日々の様子を配信する。 

     ・未就園児には、催し物の情報を知らせる。 

   ◎インスタグラムを活用し、日々の保育の様子、給食の献立の写真を投稿し、保護 

者に知らせるとともに、園児募集にも活用する。 

◎各学期末（年 3 回）にカラーフォト新聞をクラス毎に刊行し、保護者に配布す 

る。 

   ◎毎月の園だよりで月の予定や、毎週の学年だよりで園児の姿や保育内容を知ら 

せ、保護者との共通理解を図る。 

   ◎年間を通して、子育て支援をしていく。（延長保育、預かり保育、長期休業期間 

を含む） 

    夏季・冬季・春季預かり保育中の給食を実施。 

   ◎子育て相談員の資格をとり、色々な悩みに対応できるようにする。 

 

  5．令和 7（2025）年度 園児数予想（令和 7年 5 月 1 日現在予想数） 

2 歳児満 3 歳児 年少（3 歳児） 年中（4 歳児） 年長（5 歳児） 合計 

2 人 24 人 24 人 28 人 78 人 

 

Ⅳ．管理運営の充実・強化  

1．財政健全化の確立と効率的な資金配分の実施 

 短期大学部の進学状況は言うまでもなく、多様化とユニバーサル化の進んだ今日の私立

大学を取り巻く経営環境は、この上なく厳しさを増しています。さらには新型コロナウイル

ス感染症が社会に変革をもたらしました。その中で、「建学の精神」に基づく教育・研究と

地域社会貢献を実践しながら、現在・未来に続けて付加価値の高い教育サービスの供給レベ

ルを維持しつつ、優れた人材を社会に送り出すという私学ならではの使命を果たすために

は、設置者である学校法人の財政の健全化及び効率化が不可欠です。本学園の財政を支える

主要な収入源は、学生生徒等納付金と補助金で、学生生徒等納付金については、今後、より
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質の高い教育を提供することにより、学生、園児、保護者の方々の満足度と信頼度を高める

とともに、地域社会に東海学院大学、東海学院大学短期大学部及び各附属幼稚園が生み出す

教育の付加価値を還元する等の貢献により、学校の存在感を高めること、そして広報による

募集活動の積極的な展開などによって、入学者や入園児を確保していきます。 

外部資金獲得計画については、4年制大学及び短期大学部の共通の組織である研究機構を

拠点として、科学研究費や各種外部競争的資金の獲得に向けて引き続き努力します。特に 4

年制大学で科学研究費補助金の申請件数、獲得件数ともに外部資金の獲得実績が上がって

おり、安定した財政基盤の確保が保てるように今後も努めていきます。また、平成 25（2013）

年度に開始した寄付金制度の創設による収入の確保についても、ホームページでの広報の

充実などにより周知を図り、引き続き取り組んでいきます。 

本学園では、10 年後の日本社会に必要とされる専門分野での人材育成を平成 24（2012） 

年度から検討し、平成 25（2013）年度に 4 年制大学において、メディカル・スペシャリス

ト養成プログラム（MSEP）を推進した結果、健康福祉学部管理栄養学科（旧名称：食健康栄

養学科(令和 7（2025）年度には医療栄養学科へ名称変更予定)）の申請認可をはじめ、同学

科における臨床検査技師養成課程、健康福祉学部総合福祉学科における臨床工学技士養成

課程、人間関係学部心理学科における救急救命士、言語聴覚士の養成課程など多くの医療関

連分野での養成課程の設置が認められました。そして、平成 26（2014）年度から、高等教育

機関としての再生をかけて、地域社会や志願者のニーズ等を注視しながら志願者の募集を

行ってきました。平成 27（2015）年度以降、ようやく回復基調に乗り、毎年 10％程度の入

学者増加を実現してきました。令和 3（2021）年度以降は、新型コロナ感染症の厳しい制限

下の広報活動の中でも安定的な入学者数の確保を維持してきました。ここ数年、安定的な入

学者の確保は伸び悩んでおりますが、入学定員に対して、85％以上の入学者を保っています。

一方、4 年制大学の各学科の収容定員充足率については、学科間で不均衡な状況となってお

り、令和 5（2023）年度以降の入学者選抜においては、入学定員及び収容定員未充足の学科

でのより積極的な募集活動による定員充足、及び収容定員超過の学科での、厳格な入学者数

の受け入れ及び収容定員の適正な管理などに着実に取り組んでいきます。 

法人の経常収支差額は、平成 27（2015）年度からマイナスの値を示していますが、平成

25（2013）年度実施の教学の各学部学科における教育課程の大幅な見直しや積極的、効果的

な広報活動等による効果が年々現われており、好転してきています。令和 4（2022）年度に

は経常収支差額がプラスに転ずる予測をしていましたが、ウクライナ情勢による物価イン

フレ、為替の円安の要因で実現できませんでした。今後も社会情勢の厳しい状況は続くと考

えられる中で、令和 5（2023）年度は、女子学生寮運営の外部委託、また学内施設の省エネ

設備への更新、令和 6（2024）年度には SDGs を意識した電気使用量や紙の使用量削減の取

り組みを行うなど経費の見直しを実施しております。令和 7（2025）年度も継続して収容定

員の管理と共に効率的な予算執行に努め、経常収支差額のプラス化を目指します。 

財務計画では令和 4（2022）年度に新校舎建設のため外部負債が発生し、また令和 6（2024）

年度には屋内体育施設建設による外部負債を計上する中で、既存施設設備等の更新を実行
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していくために、当面慎重な財務計画が必須となりますが、今後も安定的な収入に基づく収

支のバランスの確保に努め、学園全体としての収支、財政状態、資金維持、教育研究経費等

の水準をさらに健全なものとしていきます。 

令和 7（2025）年度も、実社会に真に貢献する人材を育成するために、高等教育機関とし

ての専門教育の理念を学部学科の教育内容や方法に貫徹させていくことで、学習目的と意

欲の高い学生を継続的に確保できるよう広報活動に努め、学生生徒等納付金等による収入

の安定的確保に結び付けていきます。 

現状の奨学費制度については平成 25（2013）年度より、アドミッション・ポリシーに適

合しうる方策を施行しつつ、募集に影響を与えないように考慮しつつ削減計画を進めてき

ておりますが、近年経済的困窮を理由に休学や退学を余儀なくされる学生が激増している

ことから、文部科学省の修学支援制度を活用しながら、本学独自の奨学制度の充実も引き続

き行っていきます。また、学生募集活動において社会人の学び直しを対象とした経済的支援、

激甚災害被災者支援制度として、令和 6（2024）年元日に発生した能登半島地震関連の被災

学生支援を令和 6（2024）年度に再整備しました。令和 7年度も、さまざまな経済的支援プ

ログラム等の検討を進めていきます。 

また、財務の公開については、学校法人が公共性の高い存在であり社会に説明責任を果た

すことは極めて重要であるとの認識から、今後も法令順守の情報公開とインターネットの

活用を通じて広く情報の提供にも努めます。 

 

2．組織・運営体制の強化 

第二次中期計画 2025 にも明記されているように、4 年制大学及び短期大学部では、教学

の意思決定プロセスのための組織の大幅な再編成及び関連諸規程・規則の整備をはじめと

して、教学マネジメント指針に基づく教育・研究活動及び管理運営が進められてきています。

内部質保証に関する基本方針に基づき、管理・運営においても、組織の再編成、業務内容の

点検と改良、有能な事務職員の積極的な登用および人材育成等を進めてきています。令和 7

（2025）年度も、従来の PDCA サイクル実施に基づく教学、管理運営の両面で的確で有効な

マネジメントを全学的に推し進め、「新たな未来を築くための実力ある大学づくり」を目指

して組織運営体制の充実・強化に一層努めます。また、令和 7（2025）年度の FD、SD につ

いては、学修者本位の教育を提供していくための重要項目と位置付け、事務局職員相互の情

報交換や情報共有に努め、また、学内外の研修会で職員同士が研鑽を重ねることや管理職研

修会への参加、人事評価制度の活用など、効果的な FD・SD 活動を進めていきます。 

その他、組織運営の改善のため、教育研究活動を実施するための基盤的な経費の確保、学

園運営に必要かつ優秀な人材を確保することにより教育研究機能の充実化、学内外関係者

との継続的な情報交換による大学等運営に係る意見の収集、地域との交流の充実化による

学園への意見要望等の収集、定員充足状況を調査し、外部から有用な情報を取り入れ、志願

者のニーズを的確に掴みながら、魅力ある学部学科における教育課程や教育方法を模索、ま
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たそのための人材確保、事務職員の人材育成と研修及び専門研修の推進、女性職員の就業支

援、管理職への女性職員の積極的登用等の諸施策を進めていきます。また、令和 2（2020）

年度に設置された IR 室及び学園総合企画室の IR 機能の実質的強化に継続して努めます。 

令和 2（2020）年度以降は、学園及び各学校では各年度を通じて新型コロナウイルス感染

症への対応に追われることとなりました。この問題との取り組みの中で、教学、管理運営の

両部門で危機管理や感染症対策についての様々な対応や改善点の認識が可能となったため、

この経験を活用して学園の全教職員で情報共有し、令和 7（2025）年度は、新型インフルエ

ンザをはじめとする新たな感染症対策の活動などにも努めていきます。 

 

3．同窓会、卒業生との連携強化 

 今後とも、4年制大学及び短期大学部、二つの附属幼稚園において同窓会や母の会との協

力体制をさらに強化する一方、同窓生に対して継続的な情報発信に努め、卒業生や卒園児と

の活発な連携強化を図っていきます。 


